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は
じ
め
に

明
治
一
五
年
頃
、
若
き
日
の
廣
池
千
九
郎
は
思
想
的
決
断
を
な
す
に
あ
た
っ
て
、
自
ら
を
神
官
の
末
裔
で
あ
る
と
し
、
井
上

頼

の
グ
ル
ー
プ
に
入
る
こ
と
を
選
択
し
た
。
平
田
学
派
の
人
々
と
思
想
的
立
場
が
近
い
と
い
う
判
断
か
ら
で
あ
っ
た
。
同
時

期
に
徳
山
藩
（
長
州
藩
の
支
藩
）
出
身
の
渡
辺
玄
包
に
も
就
い
て
国
学
を
修
め
て
い
る
。
井
上
、
渡
辺
の
双
方
に
師
事
す
る
こ

と
に
な
っ
た
の
は
な
ぜ
か
。
そ
の
理
由
は
、
井
上
の
み
な
ら
ず
渡
辺
も
平
田
派
と
目
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
直
接

的
に
は
、
幕
末
期
、
尊
王
攘
夷
を
貫
こ
う
と
し
て
上
洛
し
た
全
国
の
志
士
の
中
に
平
田
派
や
長
州
藩
（
徳
山
藩
）
の
志
士
た
ち

が
い
て
、
京
都
で
双
方
が
出
会
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
尊
王
攘
夷
を
め
ざ
し
て
い
た
平
田
学
派
の
権
田
直
助
（
井
上
の
師
）

は
江
戸
か
ら
、
同
じ
く
尊
皇
攘
夷
を
主
張
し
て
い
た
渡
辺
は
徳
山
か
ら
京
都
に
入
り
、
短
時
日
な
が
ら
両
人
が
長
州
藩
邸
に
身

を
寄
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。

維
新
後
、
一
転
し
て
攘
夷
か
ら
開
国
と
な
っ
た
が
、
権
田
・
井
上
と
渡
辺
は
と
も
に
欧
化
主
義
の
氾
濫
に
危
機
感
を
抱
き
、

国
学
の
継
承
、
再
構
築
を
図
っ
て
い
た
。
廣
池
は
維
新
以
後
の
生
き
方
と
し
て
、
郷
里
の
大
先
輩
で
あ
る
福
沢
諭
吉
の
道
を
歩

も
う
と
は
せ
ず
、
井
上
・
渡
辺
の
思
想
に
共
鳴
し
彼
ら
と
行
を
と
も
に
し
た
の
で
あ
る
。
ま
ず
明
治
一
六
年
、
大
分
皇
典
講
究

所
大
分
分
所
で
井
上
を
知
っ
た
廣
池
は
、
恐
ら
く
井
上
を
通
じ
て
中
津
の
検
事
を
勤
め
て
い
た
渡
辺
を
紹
介
さ
れ
た
と
思
わ
れ

る
。
そ
の
結
果
、
廣
池
は
国
学
を
修
め
る
上
で
渡
辺
に
も
師
事
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

廣
池
は
彼
ら
か
ら
の
影
響
を
受
け
て
、
郷
里
で
教
育
者
と
し
て
活
躍
し
て
い
た
頃
に
は
、
大
義
名
分
の
教
育
を
説
く
郷
里
中

津
の
志
士
、
増
田
宋
太
郎
の
生
き
方
に
強
く
あ
こ
が
れ
た
。
二
〇
歳
の
と
き
の
誓
い
に
は
、「
五
十
以
上
に
て
国
事
に
奔
走
、

死
を
致
す
も
可
な
り
」
と
日
記
に
記
し
、
志
士
仁
人
た
ら
ん
と
し
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
は
、
皇
室
中
心
の
思
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想
、
大
義
名
分
の
教
育
を
一
貫
し
て
主
張
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
ら
を
基
礎
と
し
た
新
し
い
時
代
の
モ
ラ
ル
を
樹
立
し
、
社
会
に

広
く
紹
介
し
よ
う
と
し
た
。
廣
池
が
再
構
築
し
た
大
義
名
分
の
教
育
に
は
、
幕
末
期
の
志
士
た
ち
が
唱
え
た
も
の
と
は
異
な

り
、
排
外
的
、
感
情
的
な
、
狭
隘
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
要
素
は
な
か
っ
た
。
最
晩
年
に
は
日
中
戦
争
の
行
く
末
を
憂
慮
し
、

賀
陽
宮
殿
下
に
大
義
名
分
の
教
育
を
ご
進
講
申
し
上
げ
、
戦
争
の
平
和
的
解
決
の
必
要
性
を
開
陳
し
た
の
で
あ
っ
た
。
廣
池
の

史
観
に
よ
れ
ば
、
明
治
維
新
は
大
義
名
分
の
教
育
が
武
士
階
級
の
精
神
を
開
発
・
振
興
さ
せ
た
結
果
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ

の
大
義
名
分
の
教
育
を
日
本
魂
の
教
育
と
し
て
再
編
し
て
国
民
道
徳
の
中
心
に
据
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
の
将
来
に
、
は

た
ま
た
世
界
の
平
和
実
現
に
、
希
望
を
見
出
せ
る
と
説
い
た
の
で
あ
る
。

小
論
で
は
若
き
日
に
師
事
し
た
渡
辺
玄
包
の
足
跡
の
一
端
を
紹
介
し
た
い
。
廣
池
の
思
想
形
成
を
考
え
る
際
の
一
助
に
な
れ

ば
幸
い
で
あ
る
。

一
、
長
州
藩
（
徳
山
藩
）
と
渡
辺
玄
包

渡
辺
玄
包
は
、
天
保
四
（
一
八
三
三
）
年
生
ま
れ
で
、
諱
を
玄
包
と
い
い
、
字
は
常
品
、
通
称
新
三
郎
と
い
っ
た
。
号
は
菅

処
で

１
）

あ
る
。
彼
は
徳
山
藩
士
で
、
周
防
（
現
新
南
陽
市
）
富
田
村
字
坂
根
の
人
で
あ
る
。
家
は
世
々
都
濃
郡
富
田
の
山
崎
八
幡

宮
の
祀
官
で
あ

２
）

っ
た
。
山
崎
八
幡
宮
は
和
銅
二
（
七
〇
九
）
年
八
月
、
豊
前
国
宇
佐
神
社
の
分
霊
を
祀
っ
た
と
い
わ
れ
て

３
）

い
る
。
八
幡
宮
の
特
殊
な
神
事
と
し
て
神
事
山
神
事
が
あ
り
、
そ
の
前
日
に
連
歌
の
奉
納
が
あ
っ
た
と
い
う
。
明
治
六
年
か
ら

は
俳
諧
の
、
二
四
年
以
降
は
和
歌
の
奉
納
が
例
と
な
っ
た
と

４
）

い
う
。
玄
包
が
和
歌
を
よ
く
し
、
著
書
に
『
菅
処
歌
集
』
が
あ
る

の
も
こ
の
和
歌
奉
納
と
関
係
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
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一
三
歳
の
時
に
徳
山
の
黒
神
直
民
に
つ
い
て
国
学
を
学
び
、
の
ち
亀
井
昭
陽
・
広
瀬
淡
窓
に
漢
学
を

５
）

学
び
、
さ
ら
に
京
都
に

出
て
、
大
国
隆
正
に
国
典
を
学
ん
だ
。

渡
辺
玄
包
に
関
す
る
伝
記
的
な
こ
と
は
、
今
日
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
が
、
牧
野
秀
太
郎
に
よ
る
「
渡
邉
玄
包

小
伝
」
が
遺
さ
れ
て

６
）

い
る
。
そ
の
小
伝
の
初
め
に
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

「
渡
邉
玄
包
、
初
め
新
三
郎
常
品
と
称
す
。
徳
山
藩
士
直
道
の
長
子
な
り
。
天
保
四
（
一
八
三
三
）
年
、
癸
巳
正
月
五
日

生
る
。
人
と
な
り
直
実
沈
勇
、
胆
力
有
り
。
幼
に
し
て
学
を
好
み
、
長
ず
る
に
及
ん
で
漢
学
を
広
瀬
淡
窓
に
学
び
、
皇
学

を
大
国
隆
正
に
学
ぶ
。
夙
に
勤
王
を
唱
え
深
く
時
世
を
慷
慨
す
。
広
く
有
為
の
士
と
交
わ
り
国
事
に
尽
す
。
克
く
壮
丁
の

士
を
誘
導
し
て
王
事
に
励
ま
し
む
。」

玄
包
が
「
平
田
家
門
人
」
と
し
て
平
田
学
派
と
目
さ
れ
て
い
た
の
は
、
大
国
隆
正
に
つ
い
て
学
ん
で
い
た
か
ら
で

７
）

あ
る
。

勤
皇
を
唱
え
深
く
時
世
を
慷
慨
」
し
て
い
た
玄
包
が
上
洛
す
る
の
は
、
文
久
二
年
、
藩
主
の
毛
利
元
蕃
が
公
武
周
旋
の
た

め
に
上
洛
し
た
た
め
で
あ
る
。
さ
き
に
藩
主
と
と
も
に
上
洛
し
て
い
た
藩
の
同
士
六
人
と
と
も
に
「
徳
山
七
士
人
」
と
し
て
国

事
に
尽
力
し
た
。「
小
伝
」
は
記
し
て
い
る
。

「
文
久
二
（
一
八
六
二
）
年
壬
戌
、
公
武
の
間
と
し
て
宗
藩
主
及
び
徳
山
藩
主
、
京
師
に
入
る
。
こ
こ
に
お
い
て
新
三
郎

自
か
ら
振
い
て
京
師
に
赴
く
。
こ
れ
よ
り
先
、
江
村
彦
之
進
、
大
野
直
亮
、
児
玉
次
郎
彦
、
遠
藤
貞
一
郎
、
信
田
作
太

夫
、
河
田
佳
蔵
等
、
藩
主
に
扈
従
す
。
依
て
共
に
藩
主
を
助
け
て
王
事
に
勤
む
。」
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玄
包
が
井
上
頼

の
師
で
あ
る
権
田
直
助
と
直
接
の
関
わ
り
を
も
つ
の
は
翌
年
の
文
久
三
（
一
八
六
三
）
年
の
こ
と
で
あ

る
。
し
か
し
文
久
三
年
の
事
件
に
関
し
て
牧
野
の
「
小
伝
」
に
は
僅
か
に
、

「
同
三
（
一
八
六
三
）
年
癸
亥
春
、
禁
裏
守
護
職
松
平
肥
後
守
、
有
志
を
捕
縛
し
て
幽
囚
す
。
新
三
郎
亦
肥
後
守
の
探
偵

す
る
所
と
な
る
。
時
に
久
阪ママ
義
助

か
に
之
を
探
知
し
新
三
郎
を
潜
伏
せ
し
む
。」

と
い
う
記
載
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
文
久
二
年
〜
三
年
は
、
京
都
に
お
い
て
尊
王
派
と
公
武
合
体
派
と
の
あ
い
だ
の
主
導
権
を

め
ぐ
る
闘
争
が
頂
点
に
達
し
た
時
で
あ
り
、
全
国
か
ら
志
士
が
集
ま
っ
た
。
玄
包
も
上
記
の
よ
う
に
文
久
二
年
に
京
都
に
赴

き
、
徳
山
藩
主
を
助
け
て
「
王
事
に
勤
」
め
、
攘
夷
の
実
行
を
求
め
て
、
各
地
か
ら
入
洛
し
て
き
た
浪
士
と
交
わ
っ
て
い
た
。

二
、
平
田
学
派
と
権
田
直
助

権
田
は
文
化
六
（
一
八
〇
九
）
年
生
ま
れ
で
あ
る
が
、
天
保
の
初
年
、
す
な
わ
ち
二
四
、
五
歳
こ
ろ
ま
で
は
父
祖
の
遺
業
を

継
い
だ
漢
方
医
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
平
田
篤
胤
の
門
に
入
っ
て
古
学
に
い
そ
し
む
に
至
っ
て
日
本
の
古
医
道
の
研
究
に
進
ん

だ
。

こ
の
古
医
道
と
平
田
派
古
学
と
は
相
離
れ
ぬ
も
の
で
あ
る
か
ら
、
自
然
に
皇
朝
学
に
精
通
す
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ

渡辺玄包と廣池千九郎
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が
結
果
と
し
て
尊
王
賤
覇
の
説
を
懐
抱
す
る
に
至
っ
て
、
遂
に
文
久
の
初
年
彼
が
五
三
、
四
歳
の
頃
か
ら
倒
幕
の
実
際
運

動
に
関
係
を
持
つ
よ
う
に
な
り
、
医
業
は
抛
ち
捨
て
て
、
一
個
の
勤
王
志
士
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
か
ら
京
都
と
江

戸
の
間
を
往
復
し
て
、
王
政
復
古
に
尽
く

８
）

し
た
。」

こ
の
権
田
直
助
の
門
に
入
門
し
た
の
が
井
上
頼

で
あ
る
。
元
治
元
（
一
八
六
四
）
年
一
〇
月
二
六
日
、「
権
田
直
助
翁
に

入
門
し
日
本
古
医
道
を
研
究
す
」
と

９
）

あ
る
。

さ
ら
に
慶
応
三
（
一
八
六
七
）
年
条
に
は
次
の
よ
う
に
見
え
て
い
る
。

一
一
月
二
六
日
、
権
田
直
助
翁
よ
り
江
戸
薩
摩
屋
敷
に
潜
伏
中
に
於
け
る
医
道
に
関
す
る
代
理
及
び
門
生
の
監
督
指
導

に
係
る
一
切
の
事
を
委
任
せ

10
）

ら
る
。

平
田
篤
胤
没
後
、
鐵
胤
は
地
方
に
門
人
を
積
極
的
に
つ
く
ろ
う
と
し
た
。
そ
し
て
門
人
相
互
の
交
流
を
深
め
、
一
門
の
結
束

を
深
め
て
い
っ
た
。
文
久
二
年
に
は
平
田
門
人
た
ち
は
続
々
と
京
都
に
集
結
し
て
い
た
。
平
田
鐵
胤
も
上
洛
し
た
。

三
、
足
利
三
代
木
像
梟
首
事
件

さ
て
文
久
三
年
に
至
っ
て
い
わ
ゆ
る
足
利
三
代
木
像
梟
首
事
件
が
起
き
る
。
こ
の
事
件
は
、
玄
包
の
回
想
す
る
と
こ
ろ
に
よ

れ
ば
、「
要
す
る
に
大
義
名
分
を
弁
え
ざ
る
も
の
、
及
び
因
循

安
の
徒
を
し
て
悔
悟
す
る
と
こ
ろ
あ
ら
し
め
ん
」
と
し
て
企
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て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と

11
）

い
う
。
志
士
た
ち
九
人
に
よ
る
い
わ
ゆ
る
天
誅
行
為
の
一
つ
で
あ
る
。
九
人
と
は
長
尾
郁
三
郎
（
平

田
門
下
）、
高
松
平
十
郎
、
長
沢
文
啓
（
権
田
の
門
弟
）、
中
村
慎
吾
、
小
室
理
喜
蔵
、
青
柳
建
之
助
（
権
田
の
門
弟
）、
角
田

忠
行
（
平
田
門
下
）、
大
庭
恭
平
、
師
岡
正
胤
（
平
田
門
下
）
で
あ

12
）

っ
た
。

こ
の
メ
ン
バ
ー
か
ら
も
平
田
学
派
の
影
響
が
大
き
か
っ
た
こ
と
が
見
て
と
れ
る
。
実
際
、
こ
の
事
件
を
回
想
し
た
渡
辺
玄
包

は
、「
平
田
門
人
の
関
係
と
い
ふ
も
の
が
其
時
は
余
程
力
の
あ
っ
た
も
の
で
平
田
の
和
学
の
力
が
勤
王
心
を
養
成
し
た
や
う
な

も
の
で
あ
る
」
と
問
わ
れ
、「
勤
王
心
を
養
成
し
た
こ
と
は
其
通
り
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
答
え
て

13
）

い
る
。

さ
て
こ
の
事
件
は
、「
大
義
名
分
を
明
か
さ
ん
」
た

14
）

め
に
皇
室
を
軽
ん
じ
た
「
逆
賊
」
足
利
三
代
（
尊
氏
、
義
詮
、
義
満
）

の
木
像
が
安
置
さ
れ
て
い
た
等
持
院
に
、
二
月
二
二
日
夜
に
押
し
か
け
、
木
像
か
ら
首
を
抜
き
取
り
、
そ
れ
を
三
条
河
原
に
梟

首
し
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
足
利
三
代
と
は
い
い
な
が
ら
、
実
は
徳
川
三
代
も
同
様
で
あ
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
た
の
で

あ
る
。
玄
包
は
当
夜
、
留
守
居
役
で
隠
宅
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。

権
田
は
池
村
久
兵
衛
（
平
田
家
の
書
籍
等
を
販
売
し
て
い
た
。
や
は
り
平
田
一
門
で
あ
る
。）
の
別
宅
に
い
た
が
、
当
夜
の

事
件
に
加
わ
っ
て
は
い
な
い
。
同
じ
別
宅
に
は
信
州
飯
田
の
女
性
、
松
尾
多
勢
子
も
い
た
。
彼
女
も
平
田
派
の
人
間
で
あ
っ

た
。事

件
後
、
京
都
守
護
職
の
任
に
あ
っ
た
会
津
藩
の
松
平
容
保
は
、
首
謀
者
、
関
係
者
の
逮
捕
に
の
り
だ
し
た
。
あ
る
も
の
は

殺
さ
れ
、
あ
る
も
の
は
捕
縛
さ
れ
た
。
渡
辺
は
、
こ
れ
ら
の
同
志
を
長
州
藩
邸
へ
潜
伏
さ
せ
た
。
池
村
久
兵
衛
別
宅
に
い
た
権

田
や
松
尾
の
所
に
も
、
品
川
弥
次ママ
郎
の
使
い
と
し
て
渡
辺
が
出
向
き
、
長
州
屋
敷
に
隠
れ
る
よ
う
に
と
手
引
き
し
、
と
も
に
長

州
藩
邸
に
か
く
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
か
く
て
「
長
州
屋
敷
は
各
藩
亡
命
の
徒
、
も
し
く
は
有
志
の
集
合
所
」
で
あ

15
）

っ
た
。

京
都
町
奉
行
や
会
津
藩
の
捜
索
を
の
が
れ
て
長
州
藩
邸
に
集
ま
っ
た
主
な
人
物
は
、
久
坂
玄
瑞
（
長
州
藩
）、
入
江
九
一
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（
長
州
藩
）、
山
縣
有
朋
（
長
州
藩
）、
品
川
弥
次ママ
郎
（
長
州
藩
）、
野
村
和
作
（
長
州
藩
）、
時
山
直
八
（
長
州
藩
）、
澄
川
拙
三

（
長
州
藩
）、
岡
元
太
郎
（
岡
山
藩
）、
松
尾
多
勢
子
（
信
州
飯
田
、
女
性
）、
丸
山
作
楽
（
島
原
藩
）、
そ
し
て
渡
辺
玄
包
（
長

州
藩
）、
権
田
直
助
等
々
で
あ
っ
た
。

関
係
者
の
中
に
は
逮
捕
さ
れ
処
刑
さ
れ
る
者
、
京
都
を
追
わ
れ
、
諸
藩
に
預
か
り
の
身
と
な
る
も
の
も
多
か
っ
た
。
京
都
守

護
職
は
首
謀
者
を
処
刑
す
る
意
向
で
あ
っ
た
が
、
長
州
藩
士
の
間
に
平
田
派
を
擁
護
す
る
動
き
が
出
て
き
た
。
三
月
二
日
に
は

山
縣
有
朋
の
「
嘆
願
書
」
が
出
さ

16
）

れ
た
（
現
代
か
な
づ
か
い
に
改
め
た
）
。

先
般
、
等
持
院
足
利
氏
木
像
、
梟
首
つ
か
ま
つ
り
候
浪
士
の
者
ど
も
、
召
し
捕
ら
れ
入
牢
つ
か
ま
つ
り
候
段
、
承
り
及

び
候
。
全
体
、
右
の
者
ど
も
身
を
尽
く
し
て
報
国
の
た
め
に
滞
京
つ
か
ま
つ
り
、
攘
夷
の
期
限
を
待
ち
か
ね
、
一
時
も

安
す
べ
か
ら
ざ
る
に
付
き
、
勇
憤
の
余
り
足
利
氏
の
逆
賊
を
相
悪
み
名
分
を
明
ら
か
に
つ
か
ま
つ
り
た
き
所
存
よ
り
起
こ

り
候
儀
に
て
、
い
さ
さ
か
も
私
心
を
抱
き
候
義
に
は
こ
れ
無
き
と
愚
存
つ
か
ま
つ
り
候
。
な
に
と
ぞ
大
赦
仰
せ
出
だ
さ
れ

候
よ
う
伏
し
て
願
い
あ
げ
た
て
ま
つ
り
候
。（
略
）
足
利
義
満
殿
、
恐
れ
多
く
も
太
上
天
皇
の

称
、
鹿
苑
寺
の
位
牌
厳

然
こ
れ
あ
り
候
。
実
に
大
逆
無
道
、
一
日
も
天
地
に
容
る
べ
か
ら
ざ
る
候
に
付
き
、

称
位
牌
、
御
引
き
上
げ
、
封
爵
削

ら
れ
、
乱
臣
賊
子
を
懲
ら
し
め
、
忠
臣
孝
子
を
勧
め
、
聖
明
高
大
の
御
道
行
わ
れ
候
わ
ば
、
天
下
有
志
の
者
、
感
激
に
堪

え
ず
、
奮
興
の
至
り
に
存
じ
た
て
ま
つ
り
候
。（
略
）
す
で
に
夷
艦
、
横
浜
に
闖
入
つ
か
ま
つ
り
、
摂
海
へ
相
迫
り
候
も

計
り
が
た
く
、
一
日
も
早
く
掃
攘
つ
か
ま
つ
り
候
秋
に
当
た
り
、
入
牢
つ
か
ま
つ
り
、
日
月
相
送
り
、
報
国
の
志
も
空
し

く
相
成
り
候
て
は
、
彼
ら
の
た
め
に
幾
重
に
も
嘆
か
わ
し
く
存
じ
た
て
ま
つ
り
候
に
付
き
、
な
に
と
ぞ
高
大
の
御
仁
恕
を

も
っ
て
早
々
大
赦
仰
せ
出
さ
る
る
よ
う
伏
し
て
冀
い
あ
げ
た
て
ま
つ
り
候
。
恐
惶
頓
首
。
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長
藩

山
縣

小
輔

三
月
二
日

三
月
一
八
日
に
は
菅
右
京
か
ら
も
建
白
書
が
出
さ
れ
た
。
彼
ら
下
級
武
士
に
は
、
こ
れ
ら
の
嘆
願
書
、
建
白
書
を
、
直
接
、

京
都
守
護
職
に
出
す
資
格
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
公
家
の
教
育
機
関
で
あ
る
学
習
院
に
提
出
し
た
。
下
級
の
公
家
で
も
朝
議
を

動
か
し
う
る
時
代
を
迎
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
恩
赦
の
嘆
願
書
は
公
家
の
力
を
利
用
し
幕
府
を
動
か
す
こ
と
に
成
功
し
、
事
件

の
首
謀
者
を
死
罪
に
す
る
こ
と
を
思
い
と
ど
ま
ら
せ
た
。
し
か
し
な
が
ら
「
足
利
将
軍
木
像
梟
首
事
件
は
、
平
田
派
に
と
っ
て

は
手
痛
い
挫
折
を
意
味

17
）

し
た
。」

四
、
攘
夷
運
動
と
渡
辺
、
権
田
、
井
上

五
月
一
〇
日
、
天
皇
に
よ
っ
て
攘
夷
の
令
が
出
さ
れ
た
。
渡
辺
は
多
く
の
有
志
と
と
も
に
京
都
を
離
れ
、
攘
夷
の
た
め
に
す

ぐ
に
行
動
を
開
始
し
、
下
関
に
向
か
っ
た
。「
渡
辺
玄
包
小
伝
」
は
攘
夷
の
た
め
の
行
動
を
詳
し
く
書
き
記
し
て
い
る
。
三
一

歳
、
三
二
歳
の
頃
、
渡
辺
が
多
く
の
攘
夷
運
動
に
携
わ
っ
て
各
地
に
転
戦
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
渡
辺
は
、
明
治

三
四
年
に
自
ら
の
攘
夷
運
動
を
さ
ら
に
詳
し
く
語
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
「
小
伝
」
か
ら
簡
単
に
紹
介
し
て
お
き

18
）

た
い
。

文
久
三
（
一
八
六
三
）
年

攘
夷
の
た
め
亦
馬
関
に
下
っ
た
。
砲
台
を
築
き
兵
を
集
め
五
月
十
日
の
夜
、
再
度
外
国
船
を

砲
撃
し
た
。
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元
治
元
（
一
八
六
四
）
年

徳
山
に
帰
り
兵
隊
を
組
織
し
よ
う
と
し
た
が
成
ら
な
か
っ
た
。

六
月
、
大
阪
に
赴
き
、
さ
ら
に
藩
主
の
冤
を
訴
え
よ
う
と
し
て
山
崎
に
陣
し
た
。
居
る
こ
と

数
日
に
し
て
国
に
帰
り
宗
藩
主
お
よ
び
三
條
公
に
謁
し
、
世
子
お
よ
び
七
卿
の
上
京
を
促
し

た
。

上
京
の
途
に
就
く
。
七
月
一
九
日
大
坂
着
。
し
か
し
警
備
厳
重
の
た
め
入
京
で
き
な
か
っ

た
。
兵
庫
大
阪
の
間
を
往
復
周
旋
し
て
敗
兵
を
国
に
帰
し
、
自
身
は
船
で
帰
国
し
た
。

八
月
一
二
日
、
幽
閉
さ
れ
る
。
翌
一
三
日
、
親
類
預
け
と
な
る
。

九
月
二
日
、
桜
の
馬
場
の
藩
の
用
邸
に
幽
囚
さ
れ
た
。

一
〇
月
一
一
日
、
除
族
の
上
、
浜
崎
の
獄
舎
に
繫
が
れ
た
。

慶
応
元
（
一
八
六
五
）
年

一
月
一
一
日
、
獄
卒
か
ら
毒
酒
を
飲
ま
さ
れ
そ
う
に
な
る
。

三
月
二
日
、
馬
嶋
に
流
さ
れ
な
お
も
幽
囚
さ
れ
続
け
た
。

四
月
六
日
、
赦
罪
の
上
、
帰
宅
を
ゆ
る
さ
れ
る
。

六
月
一
七
日
、
す
べ
て
赦
免
さ
れ
る
。

八
月
一
二
日
、
氏
族
を
旧
に
復
す
こ
と
が
で
き
る
。

一
方
、
権
田
、
井
上
は

慶
応
三
年
秋
、
権
田
は
苅
田
積
穂
と
変
名
。
江
戸
の
薩
摩
屋
敷
に
隠
れ
江
戸
を
騒
擾
さ
せ
た
。
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慶
応
三
年
一
二
月
、
明
治
天
皇
よ
り
王
政
復
古
の
号
令
が
発
せ
ら
れ
、
井
上
は
木
下
信
助
と
と
も
に
上
洛
し
た
が
、
権
田

に
機
密
の
用
件
を
委
任
さ
れ
東
京
に
も
ど
っ
た
。

こ
の
時
の
上
洛
時
の
井
上
の
状
況
を
述
べ
て
い
る
記
述
が
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
「
勤
王
討
幕
論
の
沸
騰
し
た
際
の
如
き
は
、

妻
子
を
江
戸
の
近
在
に
あ
づ
け
た
ま
ま
筆
を
投
じ
て
剣
に
換
え
、
奮
然
京
都
に
上
っ
て
尊
王
の
大
義
を
鼓
吹
」
し
た
と

19
）

あ
る
。

明
治
元
年

権
田
は
東
北
諸
藩
の
内
情
探
索
に
出
か
け
た
。
前
橋
の
橘
山
で
勤
王
の
旗
を
あ
げ
よ
う
と
し
て
失
敗
し
た
の

は
こ
の
頃
か
。

七
月
二
〇
日

井
上
は
、
老
体
の
権
田
が
国
事
に
奔
走
し
て
い
る
の
を
助
け
よ
う
と
し
て
再
び
木
下
信
助
を
誘

い
上
洛
の
途
に
つ
い
た
。

八
月
一
四
日
、
権
田
と
と
も
に
上
洛
し
た
井
上
は
、
平
田
門
下
の
松
尾
多
勢
子
に
初
め
て
あ
っ
た
。

明
治
二
年
三
月
、
京
都
か
ら
東
京
に
も
ど
り
、
権
田
直
助
の
隣
地
に
移
り
、
権
田
塾
を
監
督
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

五
、
明
治
維
新
以
後

明
治
二
年
八
月
一
日
に
発
足
し
た
大
学
校
に
は
、
平
田
派
が
用
い
ら
れ
た
。

大
博
士

平
田
鐵
胤

中
博
士

権
田
直
助
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中
助
教

井
上
頼

し
か
し
な
が
ら
平
田
派
の
中
に
は
依
然
と
し
て
攘
夷
や
祭
政
一
致
に
拘
る
人
物
が
い
た
。
そ
う
し
た
過
激
な
行
動
を
と
る
人

物
に
た
い
し
て
、
政
府
は
「
国
事
違
反
事
件
」
と
し
て
不
満
分
子
を
検
挙
し
た
。
明
治
四
年
、
大
量
の
処
罰
者
、
処
刑
者
が
で

た
。
こ
の
と
き
検
挙
さ
れ
た
人
物
の
中
に
権
田
直
助
も
い
た
。
こ
の
検
挙
と
大
学
校
の
閉
鎖
に
よ
っ
て
、
新
し
い
明
治
国
家
へ

の
国
学
者
た
ち
の
影
響
力
は
断
た
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
頃
か
ら
平
田
学
派
の
人
々
の
多
く
は
、
政
府
の
要
職
か
ら
退
い
て
い

っ
た
。
ア
ン
・
ウ
ォ
ル
ソ
ー
ル
は
、「
国
事
違
反
事
件
」
は
、
国
内
の
政
治
勢
力
と
し
て
の
平
田
学
派
の
消
滅
と
解
釈
で
き
る

と
し
て

20
）

い
る
。

権
田
直
助
は
、
明
治
四
年
四
月
、
突
如
免
職
、
位
記
返
上
の
上
、
前
田
邸
へ
幽
閉
さ
れ
、
つ
い
で
毛
呂
の
郷
里
で
謹
慎
を
命

ぜ
ら
れ
た
。
明
治
五
年
に
宥
免
さ
れ
、
明
治
六
年
阿
夫
利
神
社
の
祀
官
と
な
っ
て

21
）

い
る
。

井
上
は
急
激
な
欧
化
主
義
に
不
安
を
抱
く
人
々
の
一
人
で
あ
っ
た
。
明
治
五
年
か
ら
私
塾
を
開
き
、
後
進
の
育
成
に
努
め
、

ま
た
平
田
門
人
を
招
い
て
い
た
。
文
久
三
年
の
足
利
将
軍
木
像
梟
首
事
件
の
際
に
、
渡
辺
や
権
田
と
と
も
に
長
州
藩
邸
に
隠
れ

た
松
尾
多
勢
子
は
、
井
上
と
同
じ
く
文
久
元
年
に
平
田
の
門
人
と
な
っ
た
間
柄
で
あ
っ
た
の
で
、
井
上
は
松
尾
を
は
じ
め
門
人

八
人
に
対
す
る
贈
位
を
求
め
る
運
動
を
開
始
し
た
。
こ
れ
に
は
平
田
学
派
を
再
興
し
た
い
と
い
う
思
い
も
は
た
ら
い
て
い
た
。

明
治
一
二
年
に
は
『
古
事
類
苑
』
編
纂
の
事
業
が
は
じ
め
ら
れ
た
。
一
五
年
に
は
、
井
上
の
尽
力
に
よ
っ
て
皇
典
講
究
所
が

設
立
さ
れ
、
東
京
大
学
に
は
古
典
講
習
科
が
開
設
さ
れ
た
。
同
年
秋
に
は
皇
典
講
究
所
の
分
所
が
全
国
に
設
け
ら
れ
た
。
廣
池

は
、
一
六
年
に
大
分
の
分
所
の
教
師
と
コ
ン
タ
ク
ト
を
取
り
始
め
る
。
一
六
年
に
は
神
宮
皇
學
館
が
開
設
さ
れ
た
。
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六
、
廣
池
と
渡
辺
、
井
上

廣
池
が
井
上
を
知
っ
た
の
は
、
明
治
一
六
年
、
大
分
遊
学
中
に
皇
典
講
究
所
大
分
分
所
の
教
師
を
通
じ
て
で
あ
っ
た
。
井
上

と
文
通
を
は
じ
め
た
廣
池
は
、
や
が
て
渡
辺
の
存
在
を
知
ら
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
井
上
の
師
、
権
田
直
助
と
渡
辺
と
は
文

久
三
年
、
京
都
に
お
い
て
、
長
州
藩
邸
で
同
志
と
し
て
と
も
に
過
ご
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

廣
池
は
明
治
二
〇
年
か
ら
渡
辺
に
師
事
し
「
専
ら
国
学
を
修
め

22
）

」
た
が
、
二
三
年
暮
れ
に
は
渡
辺
は
、
中
津
か
ら
大
宮
に
転

勤
し
て
い
る
。
廣
池
が
渡
辺
の
家
族
に
三
年
間
「
親
炙
」

23
）

し
た
と
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
二
人
の
出
会
い
は

明
治
二
〇
年
か
ら
二
三
年
ま
で
の
三
年
間
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
三
年
間
に
廣
池
は
渡
辺
か
ら
多
く
の
こ
と
を
学
び
と
っ

た
は
ず
で
あ
る
。
明
治
二
三
年
、
渡
辺
は
、
廣
池
の
初
め
て
の
歴
史
書
『
中
津
歴
史
』
に
序
文
を
寄
せ
て
い
る
。

世
に
は
外
を
知
り
て
内
を
知
ら
ぬ
者
多
か
り
、
外
国
の
学
を
学
と
し
て
我
国
の
学
を
学
と
せ
ざ
る
者
こ
れ
な
り
、
我
国

の
こ
と
を
不
知
し
て
何
を
目
的
と
し
て
我
国
の
為
に
尽
す
こ
と
を
得
ん
や
、（
略
）
此
書
よ
世
に
め
で
た
き
書
に
し
て
、

我
国
を
思
は
ん
人
の
読
ま
ず
は
有
べ
か
ら
ぬ
書
な
り
、
廣
池
主
わ
か
国
を
思
ふ
志
深
く
て
こ
そ
か
か
る
め
で
た
き
書
は
な

り
け
れ
、
我
国
を
思
は
ぬ
人
の
な
し
得
べ
き
こ
と
か
は
、

廣
池
の
歴
史
観
、
明
治
維
新
を
見
る
目
は
、
渡
辺
に
学
ん
だ
こ
と
も
多
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
廣
池
晩
年
の
著
書

『
大
義
名
分
の
教
育
の
必
要
と
其
教
育
の
原
理
及
び
方
法
』（
昭
和
一
二
年
）
に
は
次
の
よ
う
な
史
観
が
述
べ
ら
れ
て

24
）

い
る
。
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明
治
維
新
の
大
業
の
成
就
し
た
原
因
を
見
て
も
、
当
時
我
国
に
諸
外
国
の
圧
迫
の
加
っ
て
居
っ
た
事
も
一
つ
の
小
原
因

で
は
あ
れ
ど
、
真
の
原
因
は
全
く
大
義
名
分
の
教
育
が
夙
に
徳
川
時
代
の
初
め
か
ら
興
り
か
け
て
来
て
そ
れ
が
熟
し
て
実

を
結
ん
だ
た
め
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
即
ち
水
戸
黄
門
光
圀
の
大
日
本
史
に
於
け
る
大
義
名
分
の
教
育
の
影
響
と

（
略
）
特
に
平
田
の
熱
烈
な
る
日
本
魂
の
教
育
の
影
響
と
は
全
日
本
の
武
士
階
級
の
精
神
を
開
発
振
興
さ
せ
（
略
）
大
小

の
勤
王
家
の
大
義
名
分
の
教
育
と
其
奔
走
と
が
之
に
加
っ
て
遂
に
我
国
体
の
本
質
が
日
本
の
全
武
士
階
級
に
お
ぼ
ろ
げ
な

が
ら
明
ら
か
に
為
っ
た
結
果
と
、
之
に
加
ふ
る
に
外
来
の
刺
戟
と
が
相
合
し
て
七
百
年
の
武
門
政
治
を
打
ち
破
り
、
依
っ

て
以
っ
て
維
新
の
大
業
が
成
就
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。

大
義
名
分
の
教
育
の
必
要
性
を
確
認
し
た
の
は
、
中
津
時
代
に
、
井
上
や
渡
辺
か
ら
受
け
た
影
響
が
大
き
か
っ
た
か
ら
で
は

な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
廣
池
は
そ
の
後
、
京
都
に
出
て
『
史
学
普
及
雑
誌
』
や
『
皇
室
野
史
』
を
発
行
し
て
、
大
義
名
分
を

明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
。
東
京
に
出
て
か
ら
は
『
古
事
類
苑
』
編
纂
事
業
の
中
心
人
物
と
し
て
活
躍
し
た
。
神
宮
皇
學
館
時

代
に
は
『
伊
勢
神
宮
と
我
国
体
』
を
刊
行
し
、
日
本
国
の
本
質
を
解
明
し
、
天
照
大
神
の
精
神
、
行
動
の
内
に
宇
宙
自
然
の
法

則
に
合
致
す
る
も
の
を
見
い
出
せ
る
と
し
た
。
そ
の
天
照
の
精
神
を
受
け
継
い
で
き
た
の
が
皇
室
で
あ
る
と
し
た
。
晩
年
の
遺

稿
が
上
述
の
『
大
義
名
分
の
教
育
の
必
要
と
其
教
育
の
原
理
及
び
方
法
』
で
あ
っ
た
。
廣
池
の
思
想
の
核
の
形
成
に
影
響
を
与

え
た
人
物
と
し
て
渡
辺
玄
包
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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付
録

以
下
に
掲
げ
る
資
料
二
点
は
、
県
立
山
口
図
書
館
内
の
山
口
県
文
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
資
料
で
あ
る
。

い
ず
れ
も
表
紙
に

「
大
正
五
年
秋

於
九
州
陸
軍
特
別
大
演
習
施
行
之
際
（
朱
書
で
「
諸
記
録
」
と
あ
り
）

国
家
ニ
効
労
ア
リ
タ
ル
者
取
調
書

知
事
官
房

秘
書
係
」

と
書
か
れ
た
一
冊
の
文
書
に
含
ま
れ
て
い
る
。

資
料
１

渡
邉
玄
包
小
伝

牧
野
秀
太
郎
誌

渡
邉
玄
包
初
新
三
郎
常
品
ト
称
ス
徳
山
藩
士
直
道
ノ
長
子
也
天
保
四
年
癸
巳
正
月
五
日
生
ル
人
ト
為
リ
直
実
沈
勇
胆
力
有

リ
幼
ニ
シ
テ
学
ヲ
好
ミ
長
ス
ル
ニ
及
テ
漢
学
ヲ
広
瀬
淡
窓
ニ
学
ビ
皇
学
ヲ
大
国
隆
正
ニ
学
フ
夙
ニ
勤
王
ヲ
唱
エ
深
ク
時
世

ヲ
慷
慨
ス
広
ク
有
為
ノ
士
ト
交
リ
国
事
ニ
尽
ス
克
ク
壮
丁
ノ
士
ヲ
誘
導
シ
テ
王
事
ニ
励
マ
シ
ム
文
久
二
年
壬
戌
公
武
ノ
間

ト
シ
テ
宗
藩
主
及
徳
山
藩
主
京
師
ニ
入
ル
是
ニ
於
テ
新
三
郎
自
ラ
振
テ
京
師
ニ
赴
ク
是
ヨ
リ
先
江
村
彦
之
進
、
大
野
直

亮
、
児
玉
次
郎
彦
、
遠
藤
貞
一
郎
、
信
田
作
太
夫
、
河
田
佳
蔵
等
藩
主
ニ
扈
従
ス
依
テ
共
ニ
藩
主
ヲ
助
ケ
テ
王
事
ニ
勤
ム

同
三
年
癸
亥
春
禁
裏
主ママ
」

護
職
松
平
肥
後
守
有
志
ヲ
捕
縛
シ
テ
幽
囚
ス
新
三
郎
亦
肥
後
守
ノ
探
偵
ス
ル
所
ト
ナ
ル
時
ニ
久
阪
義
助

カ
ニ
之
ヲ
探
知

シ
新
三
郎
ヲ
潜
伏
セ
シ
ム
此
年
五
月
十
日
ヲ
期
シ
幕
府
攘
夷
ノ
令
ヲ
下
ス
コ
ト
ヲ
約
ス
久
阪
義
助
京
都
ニ
散
在
セ
ル
有
志

ヲ
集
メ
テ
攘
夷
ノ
為
メ
亦
馬
関
ニ
下
ル
新
三
郎
亦
従
フ
本
陣
詰
ト
ナ
ル
於
是
砲
台
ヲ
築
キ
兵
ヲ
集
ム
五
月
十
日
ノ
夜
ヲ
始
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メ
再
度
外
国
船
ヲ
砲
撃
ス
元
治
元
年
甲
子
徳
山
ニ
帰
リ
兵
隊
ヲ
組
織
セ
ン
コ
ト
ヲ
謀
リ
タ
ル
モ
藩
論
一
致
セ
ズ
事
未
ダ
全

ク
成
ラ
ズ
同
年
六
月
大
阪
ニ
赴
キ
久
阪
義
助
入
江
九
一
寺
嶋
忠
三
郎
等
ニ
会
シ
藩
主
ノ
冤
ヲ
訴
へ
ン
為
山
崎
ニ
陣
ス
真
木

泉
州
及
義
助
九
一
忠
三
郎
等
寶
寺
ヲ
本
陣
ト
ス
新
三
郎
亦
従
フ
居
ル
数
日
ニ
シ
テ
義
助
ノ
指
揮
ヲ
」

受
ケ
テ
国
ニ
帰
リ
宗
藩
主
及
三
條
公
ニ
謁
シ
世
子
及
七
卿
ノ
上
京
ヲ
促
ス
事
決
ス
ル
ヲ
以
テ
新
三
郎
亦
上
京
ノ
途
ニ
就
ク

七
月
十
九
日
大
坂
ニ
着
ス
時
ニ
世
子
及
七
卿
ハ
既
ニ
備
後
鞆
ノ
沖
ニ
在
リ
此
日
輦
下
ノ
変
ニ
際
シ
警
備
厳
ニ
シ
テ
入
京
ス

ル
コ
ト
能
ハ
ス
而
シ
テ
我
兵
ノ
京
師
ニ
敗
北
シ
タ
ル
者
陸
続
阪
地
ニ
落
来
ル
新
三
郎
兵
庫
大
阪
ノ
間
ヲ
往
復
周
旋
シ
テ
敗

兵
ヲ
国
ニ
帰
シ
而
シ
テ
児
玉
次
郎
彦
ト
共
ニ
纔
ニ
一
小
舟
ヲ
得
テ
帰
国
ス
此
時
藩
論
沸
騰
奸
党
此
機
ニ
乗
シ
テ
八
月
十
二

日
江
村
彦
之
進
及
児
玉
次
郎
彦
ヲ
殺
害
シ
本
城
清
浅
見
安
之
丞
信
田
太
夫
等
ヲ
幽
囚
ス
新
三
郎
亦
幽
閉
他
人
相
対
差
止
ラ

ル
翌
十
三
日
猶
又
親
類
預
ケ
ト
ナ
ル
九
月
二
日
桜
ノ
馬
場
ノ
藩
ノ
用
邸
ニ
幽
囚
セ
ラ
ル
十
月
十
一
日
除
族
ノ
上
」

浜
崎
ノ
獄
舎
ニ
繫
ガ
ル
慶
応
元
年
乙
丑
正
月
十
一
日
獄
卒
酒
ヲ
進
メ
テ
政
事
始
ノ
祝
酒
ヲ
賜
フ
ト
云
新
三
郎
訝
テ
不
飲
後

果
シ
テ
毒
酒
ナ
ル
コ
ト
ヲ
聞
ク
是
則
奸
党
ノ
命
ス
ル
所
ナ
リ
三
月
二
日
馬
嶋
ニ
流
サ
レ
猶
幽
囚
セ
ラ
ル
四
月
六
日
赦
罪
ノ

上
帰
宅
ヲ
免
サ
レ
他
出
ハ
勿
論
親
子
兄
弟
ノ
外
他
人
相
対
差
止
ラ
ル
六
月
十
七
日
慎
方
総
テ
差
免
サ
ル
八
月
十
二
日
氏
族

ヲ
旧
ニ
復
セ
ラ
ル

資
料
２

履
歴

山
口
県
都
濃
郡
富
田
町
四
千
三
百
拾
四
番
地

士
族

正
六
位
勲
六
等

故

渡
邊

玄
包
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天
保
四
年
一
月
五
日
生

明
治
三
十
八
年
一
月
二
十
九
日
亡

明
治
二
年
己
巳
十
二
月
四
日

｜
任
宣
教
権
少
博
士

神
裁
官

同
二
年
庚
午
五
月
二
十
四
日

｜
任
宣
教
少
博
士

同
上

同
年
七
月
四
日

｜
任
権
中
博
士

太
政
官

同
日

｜
任
従
七
位

太
政
官

同
年
十
二
月
二
十
五
日

｜
免
本
官

同
上

同
日

｜
神
祇
官
出
仕
被
仰
付
候
事

太
政
官

同
五
年
壬
申
三
月
十
四
日

｜
神
祇
省
被
廃
但
位
記
返
上
絹
壱
足
拝
領

同
年
六
月
八
日

｜
補
中
講
義

教
部
省

同
年
七
月
二
十
七
日

｜
十
等
出
仕
申
付
候
事

同
上

同
六
年
癸
酉
十
一
月
十
三
日

｜
補
権
大
講
義

十
等
出
仕
如
故

同
上

同
二
十
八
日

｜
任
教
部
中
録

同
上

同
八
年
乙
亥
七
月
二
十
八
日

｜
任
三
級
判
事
補

司
法
省

同
十
年
丁
丑
七
月
十
日

｜
任
判
事
補

同
上

同
年
十
二
月
二
十
日

｜
依
願
免
本
官

同
上

同
十
一
年
戊
寅
二
月
一
日

｜
内
務
省
御
用
掛
申
付
候
事

内
務
省

同
十
二
年
己
卯
四
月
四
日

｜
任
大
神
神
社
宮
司

太
政
官
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同
八
日

｜
依
願
御
用
掛
差
免
候
事

内
務
省

同
年
五
月
十
日

｜
兼
補
権
少
教
正

太
政
官

同
年
十
二
月
十
八
日

｜
叙
正
七
位

同
上

同
十
三
年
庚
辰
四
月
七
日

｜
兼
補
少
教
正

太
政
官

同
十
四
年
辛
巳
十
二
月
九
日

｜
依
願
免
本
官

同
上

同
十
六
年
癸
未
四
月
十
日

｜
御
用
掛
兼
務
被
仰
付
候
事

司
法
省

同
十
七
年
甲
申
八
月
十
一
日

｜
教
導
職
被
廃

同
年
十
二
月
十
六
日

｜
非
職
被
仰
付
候
事

司
法
省

同
十
八
年
乙
酉
九
月
十
五
日

｜
任
検
事

内
閣

同
十
九
年
丙
戍
七
月
十
日

｜
叙
奏
任
官
五
等

内
閣

同
二
十
三
年
庚
寅
八
月
十
九
日

｜
陛
叙
奏
任
四
等

司
法
省

同
二
十
五
年
壬
辰
二
月
二
十
七
日

｜
叙
従
六
位

宮
内
大
臣

同
年
十
一
月
二
十
日

｜
叙
高
等
官
六
等

司
法
大
臣

同
二
十
六
年
癸
巳
十
二
月
二
十
八
日

｜
叙
勲
六
等
賜
瑞
宝
章

賞
勲
局

同
二
十
七
年
十
月
三
十
日

｜
特
旨
を
以
て
位
一
級
被
進

宮
内
省

同
日

｜
叙
正
六
位

宮
内
省

以
上
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注１
）

田
村
哲
夫
編
『
防
長
維
新
関
係
者
要
覧
』、
一
九
九
五
年
刊
。

都
濃
郡
役
所
刊
行
の
『
都
濃
郡
誌
』（
昭
和
六
一
年
刊
）
に
よ
れ
ば
、

渡
辺
は
明
治
二
七
年
に
退
職
し
、
以
後
、
東
京
に
住
み
、
明
治
三
八

年
一
月
に
東
京
で
病
没
し
て
い
る
。
七
三
歳
で
あ
っ
た
。
墓
は
山
口

県
新
南
陽
市
富
田
河
内
に
あ
る
。

２
）

南
陽
町
誌
編
纂
委
員
会
編
『
南
陽
町
誌
』、
昭
和
三
九
年
刊
。

３
）

新
南
陽
市
史
編
纂
委
員
会
編
『
新
南
陽
市
史
』、
昭
和
六
〇
年

刊
。

４
）

同
上
。

５
）

日
本
歴
史
学
会
編
『
明
治
維
新
人
名
辞
典
』
吉
川
弘
文
館
、
昭

和
五
六
年
刊
。

６
）

県
立
山
口
図
書
館
内
の
山
口
県
文
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
資

料
。
表
紙
に
「
国
家
ニ
効
労
ア
リ
タ
ル
者
取
調
書
」
と
あ
り
。

７
）

松
尾
多
勢
子
宛
長
尾
郁
三
郎
書
簡
。（『
下
伊
那
郡
誌
資
料
』
所

収
）
こ
こ
で
は
ア
ン
・
ウ
ォ
ル
ソ
ー
ル
著
、
菅
原
等
共
訳
『
た
を
や

め
と
明
治
維
新
』（
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
〇
五
年
）
か
ら
引
用
し
た
。

８
）

渡
辺
刀
水
「
権
田
直
助
翁
の
逸
事
」（『
埼
玉
史
談
』
３
巻
３

号
、
昭
和
七
年
刊
）

９
）

井
上
頼

翁
略
年
譜
」（
田
辺
勝
哉
等
編
『
井
上
頼

翁
小

伝
』
私
家
版
、
一
九
二
一
年
）

10
）

同
上

11
）
『
史
談
会
速
記
録
』
86
輯
、
明
治
三
三
年
。

12
）

権
田
直
助
翁
詳
伝
」（
埼
玉
県
教
育
会
編
『
徳
育
資
料

第
２

編
』
明
治
四
三
年
）

13
）
『
史
談
会
速
記
録
』
93
輯
、
明
治
三
三
年
。

14
）

芳
賀
登
『
幕
末
志
士
の
世
界
』
雄
山
閣
、
二
〇
〇
三
年
刊
。

15
）

井
上
頼

「
信
濃
の
烈
婦

松
尾
多
勢
子
」（「
や
ま
と
新
聞
」

一
九
一
一
年
一
一
月
一
八
日
号
）

16
）
『
史
談
会
速
記
録
』
86
輯
、
明
治
三
三
年
。

17
）

ア
ン
・
ウ
ォ
ル
ソ
ー
ル
前
掲
書
。

18
）
『
史
談
会
速
記
録
』
116
輯
、
明
治
三
五
年
。

19
）
「
井
上
頼

翁
略
年
譜
」（
田
辺
勝
哉
等
編
『
井
上
頼

翁
小

伝
』
私
家
版
、
一
九
二
一
年
）

20
）

ア
ン
・
ウ
ォ
ル
ソ
ー
ル
前
掲
書
。

21
）

埼
玉
郷
土
会
『
埼
玉
史
談
』
３
巻
３
号
、
昭
和
七
年
。

22
）

広
池
千
九
郎
博
士
資
料
集
74
『
広
池
博
士
経
歴
集
』（
明
治
時

代
篇
）、
一
九
七
八
年
刊
。
明
治
一
八
年
か
ら
渡
辺
に
師
事
し
た
と

い
う
資
料
も
あ
る
が
、
他
の
履
歴
書
そ
の
他
か
ら
判
断
し
て
明
治
二

〇
年
と
し
た
。

23
）

モ
ラ
ロ
ジ
ー
研
究
所
研
究
部
『
広
池
博
士
書
簡
集
』
一
九
八
六

年
刊
。

24
）

モ
ラ
ロ
ジ
ー
研
究
所
編
『
複
製
版

廣
池
千
九
郎
モ
ラ
ロ
ジ
ー

選
集
』
３
、
昭
和
五
一
年
。
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